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※清掃活動の様子（撮影：鳴子国道維持出張所）

地域の皆様が利用されている地下道を

鳴子中学校生徒の皆さんが熱心に

清掃をしてくださいました。

おかげで、とてもきれいになりました。

気持ちよく利用することができますね！

大崎市岩出山地域では、平成29年5月7日に道路横断中の高齢者が大型車にはねら

れ死亡した事故により、平成25年6月から継続していた交通死亡事故が約1400日で途

絶えることになりました。ご遺族の皆様には謹んでお悔やみ申し上げます。

宮城県内では歩行者の交通事故の発生件数は緩やかに減少

している傾向にあるものの、死亡者数は増減を繰り返している

状況です。中でも高齢者の死亡者数は、歩行者事故死者数の

約７割に達して（H19～H28）おり、｢宮城県交通安全県民運動

～ﾏﾅｰｱｯﾌﾟみやぎ運動～｣でも運動の５つの重点項目の最初

に掲げられています。

（１） 子供と高齢者の交通事故防止～事故にあわない、おこさない～

（２） 自転車乗用中の交通事故防止（特に自転車安全利用五則の周知徹底）

（３） 後部座席を含めた全ての座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の徹底

（４） 飲酒運転の根絶

（５） 歩行者事故防止と歩行者を守る気運の醸成

また、鳴子警察署では、管内交通事故の７割が国道４７

号で発生しており、ドライバーの漫然運転に起因する交通

事故が多いと分析しています。

ドライバーの皆さんは、交通死亡事故の加害者にならな

いためにも、安全な運転を心がけていただくとともに、

漫然運転防止の意味も含めて、道の駅など休憩施設で

リフレッシュするなどしましょう。

Ｆａｃｅｂｏｏｋは

こちら→

ありがとうございました！


